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介護予防・日常生活支援総合事業 通所型サービス A    令和 6 年 6 月 1 日現在 

デイサービスきねづか 重要事項説明書 

 

１．事業者 

事業者の名称 有限会社 杵柄 

法人 所在地 島根県松江市上本庄町５７２番地３ 

代表者 氏名 代表取締役 野津 立秋 

電 話 番 号 （０８５２）３４－１０８８ 

２．運営の目的と方針  

  利用者の運動器の機能向上、脳活動向上、社会交流の実現による心身機能の改善を通じて、
生活機能の向上をはかり、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援するこ
とを目的とします。 
自らその提供する介護の質の評価を行い、医療介護等関係機関とも連携を図りつつ、常に

その改善を図ります。利用者がその有する能力を最大限に活用することができるようなサー
ビスの提供に努めるとともに、利用者が主体的に行事に参加するよう適切な働きかけに努め
ます。 

３．当事業所が提供するサービスについての相談・苦情などの窓口 
 電話番号…（0852）34-1088 E ﾒｰﾙ…kinezuka@mable.ne.jp 
 担当者…・船本 裕美 ・作野 悠子 重要事項説明者                 
  相談・苦情は松江市、島根県国民保険連合会でも受け付けております。…別途記載事項あり。 

  ※ご不明な点は何でもお尋ねください。 

４．概要 

(１)居宅介護支援事業者の指定番号及びサービス提供地域 

事  業  所  名 デイサービスきねづか 

所    在    地 島根県松江市上本庄町５７２番地３ 

介護保険指定番号 介護予防・日常生活支援総合事業（3270101250 号） 

サービス提供地域 

本庄・持田・朝酌・美保関・八束・川津地域 

ただし、サービス提供時間（9 時 20 分から 12 時 30 分）（13 時 30

分から 16 時 30 分）の時間帯の利用については送迎距離が片道概

ね６ｋｍの範囲 

（２）利用定員 １８人  

（地域密着型通所介護、介護予防・日常生活支援総合事業通所サービス含む） 

(３)営業体制 

営業日 休業日 営業時間 その他 

月曜日～金曜日 土曜日、日曜日 

８時３０分 

～ 

１７時３０分 

・祝日、振替休日も営業しています。 

８月１３日～８月１５日と１２月３０日

～１月３日は休業します。 
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(４)サービス提供時間 

月曜～金曜 

・➀9時 20分～16時 30分  ・➁9時 20分～12時 30分 

・③13時 30分～16時 30分 

利用者の選択による①②③の時間帯いずれか一つの時間帯でのサービス提

供とする。ただし②③の時間帯については利用実施地域を限定する。 

（５）当法人のあわせて実施する事業 

種 類 事 業 者 名 事 業 者 指 定 番 号 

地域密着型通所介護 

デイサービスきねづか  3270101250 号 介護予防・日常生活支援 
総合事業（通所サービス） 

居宅介護支援センター 
きねづか居宅介護支援センタ

ー 
 3270101557 号 

（６）職員体制 

従 業 員 の 職 

種 
資  格 常勤 非常勤 計 

管理者 医師  1 名 1 名 

生活相談員 介護福祉士 2 名  2 名 

看護師 准看護師  2 名 2 名 

介護職員 介護福祉士・２級ヘルパー 等 2 名 5 名 7 名 

機能訓練指導員 准看護師  2 名 2 名 

運転手   1 名 1 名 

 ※生活相談員は介護職と兼務  ※看護師は機能訓練指導員と兼務 

 ※サービス提供時間体制…生活相談員 1名、看護師 1名以上（看護師不在時は野津医院看護師による健康 

チェック）、介護職員 2名以上 

 ※介護職員（介護に直接携わる職員）のうち、医療・介護関係の資格を有さない者については、認知症介

護基礎研修を受講します 

（７）事業計画、運営規程等の表示 
 事業計画については玄関に表示し、利用者および利用者家族にとどまらず希望の方すべてが
閲覧することができます。 
 また、運営規程等の重要事項についても玄関に表示するとともに、詳細内容を窓口に設置し
閲覧できます。 

５．サービス内容 

 個別サービス計画に基づき運動、健康管理、相談、援助、日常生活向上の介助（食事、排せ

つ、入浴等）を包括的におこないます。 

６．利用料金 

（１）利用料 

介護料金（介護保険適応） 

 総合事業の単価（通所型サービスＡ費等）で定められた金額（要綱等の変更による変動あり）

が自己負担になります。 

介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担となります。 
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内

容 

通所型サービス A 費

（円） 

サービス提供体制強

化加算（円） 

自立支援強化評価加

算（円） 

合計（１カ月）（円） 

1割 2割 3割 1割 2割 3割 1割 2割 3割 1割 2割 3割 

Ⅰ 1,696 3,392 5,088 88 176 264 130 260 390 1,914 3,828 5,742 

Ⅱ 3,415 6,830 10,245 176 352 528 260 520 780 3,851 7,702 11,553 

※１ 表の金額は松江市介護予防・日常生活支援総合事業の要綱による１カ月の自己負担金となります。 
※２ Ⅰは要支援１・要支援２の方で週１回のご利用の場合です。 
※３ Ⅱは要支援２・事業対象者（介護予防ケアマネジメントで必要とされた場合）の方で週２回のご

利用の場合です。 
※４ サービス提供体制強化加算は、介護保険で決められた基準を満たした年の次年度に加算します。 
  職員の資格等要件の変更等に伴い加算額が変更になります。 

※５ 自立支援強化・評価加算は松江市が審査し基準に該当した年度において加算します。基準に該当しな

い場合は加算しません。 

※６ 上記表の計の自己負担に加えて介護職員処遇改善加算（（通所型サービス費（独自）+サービス提供

体制強化）×3.3％）が自己負担となります。 

（２）自費でいただくもの（介護保険適用外） 
1）食費（おやつ、飲料、食材料費、水道光熱費含む）…７２０円（１回あたり） 

 サービス提供時間帯による食費 
①9時 20分～16時 20分まで…７２０円 
②9時 20分～12時 30分まで…６２０円 
③13時 30分～16時 30分まで…１００円 
※1 ①②の時間帯利用においては、当日昼食提供前の利用中止おいても、費用の支払いを申し受け
るものとします。 
※2 嚥下困難食、糖尿病食、腎臓病食、減塩食等で普通食でない食事を提供した場合は、別途料金
をいただきます。 
2）食費 行事・趣味活動等に関する費用、材料費等の負担をお願いする場合があります。 

（３）キャンセル料金 
 キャンセル料金はありません。ただし、当日キャンセル、食事前の利用中止の場合は食費を
いただくことがあります。 
※ キャンセルが必要になった場合は至急ご連絡ください。 

（連絡先 デイサービスきねづか ＴＥＬ ０８５２－３４－１０８８） 
（４）料金の支払い方法 
 毎月の月末締めとし、翌月中旬に前月分の料金を請求しますので、月末までにお支払いくだ
さい。お支払方法は、現金または銀行（山陰合同銀行・ゆうちょ）の引き落としとさせていた
だきます。 

７．サービスの利用方法 

（１）サービスの利用開始 
 地域包括支援センター相談員、介護支援専門員を通じてお申し込みください。担当相談員が
いらっしゃらない場合は、直接当社に電話等でご相談ください。 

※介護予防ケアマネージメントを依頼されている場合は、事前に担当介護支援専門員とご相談ください。 

（２）サービスの終了 
 1）利用者からサービスを終了する場合…サービス終了を希望される７日前までにお申し出
ください。 

 2）当社の都合でサービスを終了する場合 
  人員不足等、やむを得ない事情によりサービスを終了させていただく場合があります。 
その場合は、事前に文書で通知いたします。 

 3）自動終了（以下の場合は、双方の通知がなしで自動的にサービスを終了します） 
  （a）利用者が小規模多機能型居宅介護または、ほかの通所サービス事業所を利用するか、
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認知症対応型生活介護に入所した場合 
   （b）介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護認定区分が要介護１以上と認

定された場合または、要支援１、要支援２であっても通所型サービスＡの対象外になった
場合   

※この場合、条件を変更して再度契約をすることができます。 
   （c）事業対象者に該当しなくなった場合（松江市基本チェックリストで非該当になった 

場合） 
 （d）利用者が亡くなられた場合 

 4）その他 
（a）当社が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、利用者や
利用者家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または当社が破産した
場合、利用者は申し出により契約を解約することができます。 

（b）利用者がサービス料金の支払いを３カ月以上遅延し、相当期間を定めた催告にも関わ
らず支払わない場合、または利用者や利用者家族などが当社や当社のサービス従業者に
対して本契約を継続しがたいほどの背信行為をおこなった場合は、当社により文書で通
知することにより、即座にサービスを終了させていただく場合があります。 

（c）利用者が病院等に１カ月連続して入院すると見込まれる場合もしくは、入院した場合
に当社から契約を解除することがあります。その場合、利用者や利用者家族に相談のう
え適切に対応します。 

（d）利用者が感染症罹患時はサービスの利用をお断りします。風邪症状そのほかの症状で
体調不良の場合サービスの利用をお断りする場合があります。 

（e）当日の健康チェックの結果体調が悪い場合は、サービス内容、時間等の変更または中
止することがあります。 

（f）利用中に体調が悪くなった場合、サービスを中止することがあります。その場合、利
用者家族に連絡のうえ適切に対応します。 

（g）天候により送迎やサービスを安全に提供できない場合、無理な利用はお断りするこ 
とやサービスを変更または、中止することがあります。 

（h）職員への金品の贈与は固くお断りいたします。また、利用者間であってもサービス 
提供中の金品の授受は禁止とさせていただきます。 

８．緊急時の対応方法 

  サービスの提供中に容体の変化等があった場合は、事前の打ち合わせにより、主治医、救

急隊、利用者家族、親戚、居宅介護支援事業所等へ連絡をいたします。 

主治医 

主治医氏名  

連絡先  

家族 

氏名  

連絡先  

主治医への連絡基準 

 

 



 

5 

 

  ※ 緊急な容体変化に対して早急な医療的判断、対応が必要になったときには当事業所管理者である 
野津医院院長 野津 立秋（医師）に連絡し、指示・対応を依頼することがあります。 
 

９．事故発生時の対応方法 

  サービスの提供により事故が発生した場合は、利用者の所在する市町村、利用者家族、利

用者に関わる居宅介護支援事業者（介護予防にあっては地域包括支援センター）等に連絡す

るとともに必要な措置を講じるものとします。 

１０．サービス内容に関する改善の取り組みと苦情受付 

 （１）サービス内容に関する改善の取り組み 

  （a）サービス提供に関して利用者の意見の把握のため、意見箱を設置しています。 

  （b）第３者評価の実施はありません。 

  （c）年に２回の運営推進委員会を開催し、利用者家族、地域、行政からの意見を受け改

善に努めています。 

  （d）年に２回アンケートを実施し、利用者からの意見をサービス内容に反映できるよう

に努めています。 

 （２）苦情受付 

  サービス内容について苦情がある場合は、下記の窓口にご相談ください。 

 〇苦情相談窓口 

苦情相談窓口担当 ・船本 裕美   ・作野 悠子 

受付日 月曜日～金曜日（ただし 8 月 13 日～15 日、12 月 30～1 月 3 日を除く） 

受付時間 ９：００～１７：００ 

 〇その他 

松江市役所 介護保険課 電話 ０８５２－５５－５６８９ 

島根県国民健康保険団体連合会（苦情相談専用） 電話 ０８５２－２１－２８１１ 

１１．感染症の発生およびまん延防止の取り組み 

 （１）他の利用者への健康に影響を与える可能性のある疾患（感染症）が、利用者および同

居家族等で明らかになった場合は、速やかに事業所へ申告してください。本人の発症確認

後（医師による感染症判定後）他の利用者への伝染の恐れがなくなるとされる期間のご利

用はお控えください。 

 （２）感染症の発生およびまん延防止に関する取り組みの徹底を求める観点から、感染症対

策委員会を設置し、役割分担や感染症対策の演習など実地訓練（シミレーション）等によ

り取り組みます。 

 （３）感染症等には感染性胃腸炎も含まれます。 

１２．事業継続化計画 

 （１）感染症や自然災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供で

きる体制を構築する観点から、事業の継続（サービスの継続）への目途を見据えた計画等
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の策定、研修の実施、訓練（シミレーション）の実施等に取り組みます。また、停電時の

対応や備蓄品の選定等についても随時検討・配備します。 

 （２）自然災害への対応については、地域と連携が不可欠であることを踏まえ、運営推進会

議を活用し日頃から地域住民と密接な連携体制をし、訓練の実施に協力を得られる体制づ

くりに努めます。 

 （３）情報発信においてマスメディアへの発表は慎重に実施し、個人情報の漏えいの無いよ

うに配慮した情報発信に努めます。 

１３．人権擁護、虐待防止およびプライバシー保護 

 （１）利用者の人権擁護、虐待防止の観点から、虐待の発生または、その再発を防止するた

めの指針の実施、研修に取り組みます。 

 （２）高齢者虐待防止に関する指針、高齢者虐待防止マニュアル、身体拘束禁止に関する指

針に則り虐待防止、身体拘束禁止等の研修、勉強会を行い理解を深めます。 

 （３）人権・人格保護の観点からプライバシー保護マニュアルを策定し、当事業所のサービ

スにおいて利用者の尊厳が尊重され、気持ちよく生活できるよう努めます。 

１４．ハラスメント対策 

 （１）男女雇用機会均等法におけるハラスメント防止対策に関する事業所の責務を踏まえつ

つ、ハラスメント対策に取り組みます。 

 （２）ハラスメント防止指針、マニュアルの策定ならびにハラスメント対策の基本的な考え

方を明示し、組織的、総合的にハラスメント対策を行います。 

１５．認知症ケア 

 （１）認知症対応力の向上と、利用者の介護サービスに資する観点から、認知症研修への受

講、認知症に係る取り組み状況について、介護サービス情報公開制度において公表します。 

 （２）認知症ケアマニュアルを策定し、利用者の個性や情緒に配慮した個別のケアに努めま

す。 

１６．当社の関連機関 

  

 野津医院（内科、小児科） 
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【事業者】 

 

    有限会社 杵柄        印 

 

 

【事業所】 

  デイサービス きねづか   （指定番号 島根県 3270101250） 

 

 

上記の内容の説明を受け、了承しました。 

 

 

令和   年   月   日 

 

 

 

 

利用者氏名                     印 

 

 

 

利用者家族氏名                   印 

 

 

 

代理人氏名                     印 

 

 

 

 

 

 


